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「こころの体温計」で自分のストレス状態をチェックしてみましょう。

4つのサイクルに取り組み、繰り返すこ
とが命を守ることにつながります。

専門家が丁寧に対応します。

スマートフォンやパソコンを使って、気軽に自分や家族の

ストレス度をチェックできるシステムです。

チェックの後、診断にあった相談先を紹介しています。

★本人モードの「ストレスチェック」、「落ち込み度チェック」　に全
　て答えると、心の状態を金魚や猫などのキャラクターが4 段階で
　表します。

【各キャラクターの特性】
赤金魚：自分の病気などのストレス
黒金魚：対人関係のストレス
金魚鉢のヒビ：住宅環境のストレス
猫：社会的なストレス
石：その他のストレス
水の透明度：おちこみ度

【診断メニュー】
・本人モード
・家族モード
・赤ちゃんママモード
・アルコールチェックモード
・ストレス対処タイプテスト

▲心の状態を表したキャラクターたち

詳しくは、市 HP 内
心の健康状態をチェック！

「こころの体温計」
QR コード

問 社会福祉課障がい福祉係　℡ 83-8129

３月は自殺対策強化月間

自殺対策

　全国では毎年2万人を超える方が自殺をしている現状があり、残念ながら市でも毎年10人前
後の方が自殺で亡くなっています。コロナ禍の現在は、これまで以上に多くのストレスを感じや
すい環境になっています。自殺は社会的問題として防げる可能性もあります。自殺をしない、さ
せないために私たちにできることを考えましょう。

　犬や猫のフン等の苦情が多数寄せられており、飼い主の心がけ次第で改善される苦情がほと
んどです。犬や猫が近隣に迷惑をかけないように、責任を持って飼いましょう。

道路に犬のフンを放置すると美観を損なう
だけではなく、悪臭により周囲の人たちに
不快感を与えます。フンは持ち帰り、尿も
水をかけるなどして正しく処理しましょう。

飼い猫が近隣の庭や田畑、車庫などでフン
や尿をしてトラブルにならないよう、猫は
室内で飼い、清潔に保ったトイレを用意し
ましょう。また、交通事故などの危険から
大切な命を守るためでもあります。

【補助の条件】
・飼い主の住所が市内にあること
・メス犬およびメス猫であること
　（販売目的は非該当）
・犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と
　年１回の狂犬病予防注射が済んでいること
・芳賀郡内の病院で手術を受けること
・市税を完納していること（世帯全員）

・ビニール袋やティッシュ
・スコップ
・水を入れたペットボトル　など

散歩時の必須アイテム

【補助金額】
◎犬 1頭につき 5,000 円
◎猫 1匹につき 3,500 円
【注意事項】補助金申請書は、手術日の翌日か
　ら起算して30日以内に提出してください。

　飼い犬や飼い猫の望まない繁殖により、生ま
れた子犬等が捨てられることのないよう、メス
犬・猫の避妊手術補助事業を行っています。

悩んでいる人に気がつきましょう
　　① 気がつく

声を掛けて話を聴いてみましょう。
　　②   聴　く　

専門家や医療機関に相談しましょう。
　　③ つ な ぐ　

相談先へつないだら見守りましょう。
　　④ 見 守 る

自分のストレスの状態を知る１１

２２ ３３気にかけ、声を掛ける ひとりで悩まず相談する
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こころの体温計

いのちを守り 支え合う社会へいのちを守り 支え合う社会へ
ペットペットをを飼飼うためのうための

ルール・マナールール・マナーをを守守りましょうりましょう

３３つのポイントつのポイント
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こころのダイヤル
専門の電話相談員と精神
科医師による相談
℡ 028-673-8341

もおか健康 24
経験豊富な医師や看護
師、保健師による相談
℡ 0120-335-140

県東健康福祉
センター

自分や他人を傷つけてし
まう恐れがある場合など
の相談　℡ 82-2138

市社会福祉課 心が不調な場合の相談
℡ 83-8129

延長窓口と休日窓口で原付バイクと農耕車等の
廃車受け付けを実施します

問 税務課諸税係  ℡ 83-8112

問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125　栃木県動物愛護指導センター ℡ 028-684-5458

　原付バイクと小型特殊自動車（農耕用含む）
の、臨時の夜間・休日異動（廃車等）受け付
けを実施します。

【受付日時】
《延長窓口》3月 24日（水）、26日（金）
　各日とも午後 7時まで
《休日窓口》3月 28日（日）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【ところ】市役所税務課および二宮支所
　（3月 28日（日）は税務課のみ受け付け）
※ 4輪の軽自動車や 126㏄以上のバイク等の
　手続きはできません。

【軽自動車税】
　4月 1日に所有している方に対し、年税
で（１年分）課税されます。
　3 月 31 日までに廃車や名義変更の手続き
を行わないと、令和 3 年度も課税されます
ので、速やかに手続きを行ってください。

※廃棄・譲渡以外の理由（一時抹消等）では、
　廃車できません。
※原付バイクのみ、ご当地ナンバーへの交換
　受け付けも併せて実施します。

メス犬・メス猫の避妊手術補助金

フン・尿の処理を適切に！ 猫は室内飼いを推奨！

厚生労働省 HP QR コード
SNS での相談はこちら。
自分に合った相談先をご利用
ください。


